
蓮田白岡環境センターでは、ごみの減量化を推進し、資源の再生利用を促進するた

め、木くずを破砕（チップ化）してリサイクルをしている下記の業者を一般廃棄物再

生利用業者として指定しています。 

 蓮田市、白岡市内から多量に排出される剪定枝や木材、大型木製家具等の一般廃

棄物については、リサイクル推進のため下記の業者をご利用ください。 

 また、燃料価格や原材料価格の高騰及び労務費の上昇により、令和６年１１月１

日から処分料金の改定となります。 

 

【施 設 名】シナネンエコワーク（株）白岡リサイクルセンター 

  

【住 所 等】〒349-0203 埼玉県白岡市下大崎 888 

TEL：0480-48-5914 FAX：0480-93-3500 

  

【受付時間】月曜日～土曜日（祝日含む）午前 8 時 30分から午後 5 時まで 

  

【休 業 日】日曜日、ゴールデンウイーク、お盆及び年末年始 

  

【処理料金】改定前 10kgあたり 140 円/税別（令和６年１０月３１日まで） 

      改定後 10kgあたり 180 円/税別（令和６年１１月１日から） 

※現金払いとなります。 

※受付にて、蓮田市・白岡市から排出されたことを確認するため、 

住所等が確認できるものを持参してください。 

【案 内 図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           シナネンエコワーク㈱ 入口 

 

 

 

 

 

 

【受入対象】 

 

多量の一般廃棄物（木くず）搬入先の処分料金の改定について 



木くず（木製家具、木材、剪定枝、幹、根など） 

  蓮田市、白岡市内の家庭から排出された木くずに限ります。 

 

木製家具 

 

木材 

 

剪定枝 

 

 

 

【受入できないもの】 

ガラスや鏡、金属などの「木」以外の物が付着している木くず、草、竹、ツル、  

シュロ等のヤシ科の木、土砂が付着している生木・根 

 

金属やﾌﾟﾗｽﾁｯｸ、布などが付いている家具 ガラスや鏡、キャスターなどが付いている家具 

 

シュロ等のヤシ科の木 

 

土砂が付着している生木・根 

 

草 

 

竹 

 

ツル 

 

 

【問い合わせ先】蓮田白岡衛生組合 廃棄物対策課 指導担当            

     TEL：048-766-3738（午前 8時 30 分から午後 5時まで） 
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